
習志野市ガス及び水道の供給に 係る 事前協議、本支管工事 等の申請等の手

続きに関する要綱  

 

（趣旨）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 ガ ス 及 び 水 道 の 供 給 に 係 る 事 前 協 議 （ 以 下 「 事 前 協 議 」

と い う 。 ） 、 本 支 管 工 事 の 申 請 等 の 手 続 き に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も

のとする。  

 （用語の定義）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 本 支 管 」 と は 、 ガ ス 又 は 水 を 導 く た め の 管 の う ち

原則として道路に並行して設置され る ものをいう。  

２  こ の 要 綱 に お い て 「 供 給 管 」 と は 、 ガ ス の 本 支 管 か ら 分 岐 し て 個 別 の 使 用

者 に ガ ス を 供 給 す る た め に 設 け ら れ た 管 の う ち 、 使 用 者 が 占 有 し 、 又 は 所 有

する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。  

３  こ の 要 綱 に お い て 「 内 管 」 と は 、 供 給 管 か ら 延 長 し た 管 で あ っ て 、 前 項 の

境界線からガス栓まで 至るものをいう。  

４  こ の 要 綱 に お い て 「 給 水 管 」 と は 、 水 道 の 本 支 管 か ら 個 別 の 使 用 者 に 水 を

供給するために分岐して設けられた管をいう。  

５  こ の 要 綱 に お い て 「 本 支 管 等 」 と は 、 本 支 管 、 供 給 管 、 内 管 、 給 水 管 及 び

それらの付属設備 をいう。  

６  こ の 要 綱 に お い て 「 増 径 」 と は 、 道 路 に 設 置 さ れ て い る 既 設 本 支 管 を 現 に

設置されている管より 口径の大きい管に入 れ替えることをいう。  

７  こ の 要 綱 に お い て 「 工 事 費 」 と は 、 本 支 管 等 を 設 置 す る た め の 工 事 に 必 要

な材料費、労務費 、諸経費等をいう。  

 （事前協議の対象 ）  

第３条  ガス又は水道の供給を受けるもののうち次に掲げる各 号のいずれかに該

当する場合は、 企業管理者（以下「管理者」という。） と 事前協議をしなけれ

ばならない。  

(１ ) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３２条 の規定により協議を

必要とする 場合  

(２ ) 本支管を新設する必要 がある場合  



(３ ) ガス又は水道の需要が増加することとなる計画がある場合であって 、別

表第１又は別表 第２に掲げる条件における使用者の件数を超えることによ

り既設本支管を増径する必要性が考えられる とき。  

(４ ) 直結増圧給水装置を用い た水道の供給 （以下「直結増圧式給水方式」と

いう。）を受けようとする場 合  

(５ ) 水道の供給を受けようとする土地又は既に水道の供給を受けている土地

であって、 その前面道路に既設本支管がある場合 にあっては 当該既設水道

本支管から、 その前面道路に本支管を新設する場合 にあって は当該新設す

る本支管から高さ９．５メートル以上の位置に給水装置を設置し 、当該給

水装置を用いた水道の供給（以下「３階直結直圧式給水方式」という。）

を受けようとする 場合  

(６ ) ガスの既設本支管から 呼び径５０ミリメートル以上の 供給管を分岐しよ

うとする場合であって、 その供給管の口径が既設本支管の口径の２分の１

を超えるとき  

(７ ) 水道の既設本支管から呼び径７５ミリメートル以上の 給水管を分岐しよ

うとする場合  

(８ ) ２．５キロパスカルを超える圧力のガス供給を必要とする場合  

(９ ) 前各号に掲げるもののほか 、管理者が特に必要と認め た場合  

 （事前協議の申請）  

第４条  前条の事前協議 を申請しようとする者 （以下「申請者」という。） は、

ガ ス ・ 水 道 の 供 給 に 係 る 事 前 協 議 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 関 係 図 書 を 添

付し管理者に提出しなければならない。  

（事前協議の回答）  

第５条  管理者は、 前条又は次条の申請があった場合 は、次の各号に掲げる事項

を記載した回答書を 審査した日から遅滞なく 申請者に交付するものとする。  

(１ ) 既設本支管 の口径  

(２ ) 増径の必要性の有無  

(３ ) 本支管を新設し、又は増径 する必要がある場合は、その口径  

(４ ) 供給管及び 給水管の口径  

(５ ) ガスメーター及び水道メーターの仕様並びに 数量  



(６ ) 本支管を新設 し、又は増径する必要がある場合 は、その設置 方法  

(７ ) 習志野市給水条例 （昭和４１年条例第４５号 。以下「給水条例」という。

）第３０条の３ に規定する開発負担金の額  

(８ ) 習志野市ガス供給条例 （平成８年条例第１１号 。以下「ガス供給条例」

という。） 第１１条第２項に規定するガス本支管工事費の本市負担額  

(９ ) 直結増圧 式給水方式によって給水を 受けようとする場合は、その可否  

 (10) ３階直結直圧式給水方式 によって給水 を受けようとする場合は、その可

否  

（再協議）  

第６条  前条の回答書の 交付を受けた申請者 は、次の各号の いずれかに該当する

場合には、管理者と再度事前協議をしなければならない。  

(１ ) 開発行為又は建築工事等の仕様変更等の事由により 、回答書において記

載した新設又は増径 する本支管の口径 、開発負担金の額若しくは ガス本支

管工事費の本市負担額 を変更しなければならない おそれ がある場合  

(２ ) 回答書の 交付を受けた日から起算して１年を経過した日以後において、

次条の規定による 申請をしようとする場合  

(３）  その他管理者が特に必要と認めた場合  

２  前項の事前協議を申請しようとする者は、ガス・水道の供給に係る事前協議

（再）申請書（別記第２号様式）に関係図書を添付し管理者に提出しなければ

ならない。  

（本支管工事の申請 ）  

第７条  申請者は、第５ 条の回答書において 本支管を新設し、 又は増径をする必

要性があるとの 回答があった場合であって 、その回答に同意した ときは、本支

管工事申請書（別記第３ 号様式）に関係図書 を添付し管理者に提出しなければ

ならない。  

（本支管等の工事 費等の提示）  

第８条  管理者は、申請者から 前条に規定する 本支管工事（本支管及び付属設備

の工事をいう。以下同じ。） の申請があった場合は 、本支管工事の設計及び 見

積りを行い、申請者が負担すべき本支管工事の工事費及び給水 条例第３０条の

３に規定する開発負担金の額 （以下「工事費等」という。） を記載した見積書



及び工事費等を納付するための 納入書 等を作成後遅滞なく 申請者に交付するも

のとする。  

２  管理者は、前条 に規定する本支管工事の申請 のほか、供給管 、内管又は給水

管に係る工事の依頼があった場合 は、 申請者が負担すべき それらの工事費を記

載した見積書及び それらの工事費を納付するための納入書等を 申請者に交付す

るものとする。  

３  前項の見積書及び 納入書等の交付は次の各号によるものとする。  

(１ ) 供給管及び 内管の工事については、第１項に規定する本支管工事の 見積

書及び納入書等 のほか、別途交付するものとする。  

(２ ) 給水管工事については、第１項に規定する本支管工事の見積書及び納入

書等に併せて一体のものとして交付するものとする。  

 （本支管工事の施行 ）  

第９条  管理者は、 前条の本支管等の工事費 等の納付を確認した場合は、 申請者

が本支管等の工事 内容及び見積額に同意したものと みなし、 速やかに本支管等

の工事を施行する 業者を入札等により決定す るものとする 。ただし、ガス本支

管工事において、その費用が 習志野市ガス供給条例第１１条第２項の規定にす

る本市の負担額を超えなかった場合は、 供給管及び内管の 工事費の納付を確認

し、及び申請者からの 本支管工事着工依 頼書（別記第４号様式）の 提出があっ

たときに入札等により 業者を決定するものとする 。  

（本支管工事等の精算 ）  

第１０条  管理者は、申請者の申請 に基づく工事が 適正に完了した ことを確認し

た場合、本支管 等の工事費等を精算するものとする。  

  ２  前項の精算により、 申請者が納付した 額と工事完了後の 精算額に著しい差異

が生じた場合は 、管理者は遅滞なく追徴又は還付する。  

  ３  管理者は、第１項の精算後、工事費 等を還付する必要が生じた場合はその 旨

を申請者に通知するものとする。  

  ４  申請者は、前項の 通知があった場合は管理者に工事還付金請求願（別記５号

様式）を提出することにより還付金を請求することができる。  

 

 



（道路整備後の届出 ）  

第１１条  申請者は、道路が存在しない場所に新たに道路を整備 し、その道路に

本支管等を新設した場合は 道路整備 完了届（別記第６号様式）に 関係図書を

添付し管理者に提出しなければならない。  

（事務の代行）  

第１２条  申請者は、事前協議 の申請及び再申請 において、 事前協議申請委任状

（別記第７号様式） を管理者に提出する ことにより、その 事務を代理人に行わ

せることができる。  

２  申請者は、本支管工事の申請において、本支管工事申請委任状（別記第８ 号

様式）を管理者に提出 することにより、その 事務を代理人に行わせる ことがで

きる。  

３  申請者は、本支管 等の工事費等の納付 について、本支管工事費納付 及び還付

金受領委任状（別記第９ 号様式）を管理者に提出することにより、本支管 等の

工事費等の納付及び精算後の追徴金の納付並びに還付金の受領を 代理人に行わ

せることができる。  

 （私道等の承諾）  

第１３条  本支管 等の工事を施行することとなる土地が 道路法 （昭和２７年法律

第１８０号）第３条に規定する道路 以外の 私道又は私有地である場合は、 申請

者は、本支管等の工事 を施行することに関し その土地の所有者から 承諾を得て

土地使用承諾書 （別記第１０号様式）を工事費等を納付する日 までに管理者に

提出しなければならない。  

 （周辺町会長の同意）  

第１４条  本支管等を設置 することとなる既存道路の幅員が４メートル未満の場

合又は本支管等の工事 の施行において車両通行止めとする必要がある場合は、

申請者は、第９条の本支管 等の工事を施行する業者 が決定する日までに本支管

等の工事を施行する地区周辺の町会長 又は自治会長から車両通行止めによる工

事の同意を得て管理者に車両通行止同意書（ 別記第１１号様式）を提出しなけ

ればならない。  

 

 



 （施設設置基準 の適合）  

第１５条  申請者は、 新設することとなるガス及び水道 の本支管等 について管理

者が別に定めるガス及び水道 本支管に係る 施設設置基準に適合するよう努めな

ければならない。  

附  則  

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３ 条第３号）  低圧ガス事前協議対象表  

 Ｑｍａｘ６ｍ ３ /ｈ以下のガスメーター

を設置している既存使用者の件数  

既設本支管延長数  

既設本支管口径  
10ｍ  20ｍ  30ｍ  40ｍ  50ｍ  

φ 50mm 31件  16件  12件  10件  8件  

φ 75mm 122件  78件  61件  53件  42件  

φ 100mm 279件  178件  145件  125件  112件  

φ 150mm 863件  610件  471件  407件  364件  

 

別表第２（第３ 条第３号）  水道事前協議対象表  

 ２０ｍｍ以下の水道メーターを設置し

ている既存使用者の件数  

既設本支管延長数  

既設本支管口径  
10ｍ  20ｍ  30ｍ  40ｍ  50ｍ  

φ 50mm 21件  13件  10件  7件  7件  

φ 75mm 45件  26件  21件  15件  14件  

φ 100mm 115件  69件  51件  43件  35件  

φ 150mm 390件  268件  215件  184件  163件  

ただし、既設本支管に消火栓が設置されている場合は、この限りでない。  

 

※  標記のない口径については、別途協議するものとする。  


